
 第５５号議案

  品川区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例

 上記の議案を提出する。

  平成３０年６月２８日

                   品川区長  濱  野   健

   品川区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例

 品川区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例（平成１４年

品川区条例第３９号）の一部を次のように改正する。

 第９条第１項中「建築物の外壁もしくはこれに代わる柱または」を削り、

「ものの面」の次に「または軒、ひさし、出窓、バルコニー、ベランダ、テラ

スその他これらに類する建築物の各部分を含む」を加える。

 別表第１地区整備計画、再開発地区整備計画および防災街区整備地区整備計

画の部に次のように加える。

戸越・豊町地区地区

整備計画

都市計画法第２０条第１項の規定により告示され

た戸越・豊町地区地区計画（平成３０年品川区告

示第１０９号）の区域のうち、地区整備計画が定

められた区域

別表第２に次のように加える。
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   付 則

 この条例は、公布の日から施行する。

 （説明）戸越・豊町地区地区整備計画の区域となった地区について、建築物

の敷地、壁面の位置等に関する制限を定める必要がある。


